
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 兵庫県の先進医療費に対する助成制度については、

兵庫県のホームページをご覧ください。 

（申請先は、兵庫県になります） 

姫路市保健所 健康課 

☎（０７９）２８９－１６４１ 

９時～１７時 （土・日・祝日・年末年始除く） 

問い合わせ先 

９時～17時（土・日・祝日・年末年始除く） 

 

 

着床前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ） または 

着床前胚染色体構造異常検査（ＰＧＴ－ＳＲ） と併せて 

実施した特定不妊治療等の全過程が全額自己負担である 

治療費の一部を助成します。 

姫路市 

ホームページ 

不妊症や不育症に関する不安や悩みなど、助産師や保健師等が応じています。  

【相談方法】 来所相談（電話にて要予約） ・電話相談        【相談時間】 平日 9時～１9時 

▶ こどもの未来健康支援センター 「みらいえ」 

電話：（０７９）２６３－７８６３ 住所：姫路市日出町三丁目3番地 

兵庫県専門相談 

姫路市 不妊・不育症等の相談 

特定不妊治療費制度の治療ステージ 
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１日 １日 ２～５日 １日 １０日 ７～１０日 １日 １０日 １日

Ａ 新鮮胚移植を実施

Ｂ 凍結胚移植を実施
＊

Ｃ 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

Ｄ 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

Ｅ
受精できず

または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

Ｆ 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

Ｇ 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止

Ｈ 採卵準備中、体調不良等により治療中止

＊　Ｂ：採卵・受精後、１～３周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。

＊　採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
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相談のご案内 

兵庫県ホームページ 

兵庫県ホームページ 

妊娠や不妊症・不育症、男性不妊等に関する疑問、さまざまな悩みに、専門的な知識をもつ医師や助産師等が相

談に応じています。相談は無料、秘密は厳守されます。 

日程、電話・予約専用番号等の詳細については右の二次元コードからご確認ください。 

＜相談事例＞ 

・こどもが欲しいのに、妊娠しない 

・男性不妊について聞きたい 

・不妊治療について詳しく聞きたい 

・不妊治療を受けているが、迷いがある 

日本産科婦人科学会 
PGT-A/SR説明 
ホームページ 



 

 

 

 

 

 

２．助成要件 

１．助成対象となる治療と助成額 （令和８年４月１日以降に終了した治療） 

６．申請期限 

初回助成（令和５年度以降）を受けた

際の治療開始時の妻の年齢 
助成上限回数 

40歳未満 ４３歳になるまでに開始した治療について 通算６回まで 

４０歳以上４３歳未満 ４３歳になるまでに開始した治療について 通算３回まで 

４３歳以上 なし 

〇令和５年度（本事業開始）以降の助成回数を含みます。 

〇これまでに助成を受けた回数が下記の助成上限回数に達している場合は対象外となります。 

〇助成を受けた回数が通算助成上限回数に満たない場合であっても、４３歳以上で開始した治療（１回の治療ごとの 

治療開始時の妻の年齢）については、助成の対象となりません。 

助成回数のリセットについて 

本事業による助成を受けた後に出産した場合（妊娠１２週以降に死産に至った場合を含む）は、出産前に受けた助成回数

をリセットすることができます。ただし、出生を確認できる書類（戸籍謄本、死産を証明するもの）が必要です。 

【注意事項】助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定します。 

 

１回の治療が終了した日の同一年度内（令和９年３月３１日まで） 

※期日を過ぎると受付できません。期日までに書類が揃わない場合は、必ず期日までにご相談ください。 

３．助成回数 

保険 
診療等 

助成対象となる治療 治療１回あたりの助成額 

全
額
保
険
適
用
外 

着床前胚染色体異数性

検査（ＰＧＴ－Ａ） または 

着床前胚染色体構造異

常検査（ＰＧＴ－ＳＲ） 

と併せて実施した特定不妊

治療等 

※一連の治療が全額自己

負担のものが対象です 

 

A・B・D・E １回30万円まで 

C・F １回 10万円まで 

男性不妊治療 
A・B・D・E・F １回30万円まで 

【男性不妊治療について】 

※妻が助成対象となる治療を実施し、助成を受けることが前提となります 

・保険適用外の手術費用、凍結費用が対象 

・採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子を得られない、又は状態のよい精子

が得られないため治療を中止した場合も助成の対象（その場合も１回にカウント） 

〇卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止した場合は、対象となりません。 

〇不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院費や食事代、文書料は対象となりません。 

 

治療 

ステージ 

治療ステージは 

最終ページ参照 

４．提出書類 ※消せないボールペンで記入してください 

姫路市保健所（姫路市坂田町３番地）  

１階 申請受付窓口 

 

５．申請受付場所 

 
 

必要書類 必要条件・確認内容 
必要書類を 

省略できる条件 

① 

全
員 

姫路市特定不妊治療等に係る 

先進医療費助成事業申請書 

□申請書は、申請する治療ごとに必要です 

□裏面の内容も確認・同意いただいた上でご記入く

ださい 

 

② 

姫路市特定不妊治療等に係る 

先進医療費助成事業受診等証明書 
【着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）または 

着床前胚染色体構造異常検査（PGT-SR）用】 

□治療を実施した医療機関の主治医が記入します 
（日本産科婦人科学会の認定施設であることが必要です） 

 

③ 

医療機関が発行した治療を実施したことを

証明する書類 

①領収書（原本） 

②診療（請求）明細書（原本） 

□受診等証明書に記載された治療期間内のもので、

領収金額と合致するもの 

□医療費控除などで原本が必要な場合は窓口でコピ

ーをとります 

 

④ 住民票の写し（原本） 

□世帯全員のもの 

□続柄の記載のあるもの 

□戸籍の筆頭者の記載があるもの 

  ※外国籍の場合は記載されないため、⑧の書類が

必要です 

□個人番号（マイナンバー）の記載の無いもの 

□発行から３か月以内のもの 

□同じ年度内（４月１

日～翌年３月末）

の２回目以降の申

請で記載内容に変

更がない場合 

⑤ 相手方登録申出書 

□過去に口座の登録をしたことがない方 

□前回申請時から住所や振込口座などに変更がある

場合 

□前回申請時と変更

がない場合 

⑥ 口座情報がわかるもの 
□申請者名義の助成金振込口座（銀行名、支店名、

口座番号）が確認できるもの 

 

⑦ 印鑑 □印鑑は認印で可 
 

⑧ 
該

当

者 

戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）（原本） 

または 

戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）（原本） 

次の（１）～（３）のいずれかに該当する場合、提出が必

要 

（１）住民票では夫婦の婚姻関係が確認できない場合 

（２）事実婚関係にある場合（両人分それぞれ必要） 

（３）出産により助成回数をリセットする場合（戸籍謄

本に限る） 

□住民票で続柄及び

戸籍の筆頭者の記

載により夫婦関係

が確認できる場合 

□発行から３か月以内のもの 

□本籍地の市町村で発行されます 

⑨ 該

当

者 

事実婚関係に関する申立書 □事実婚関係の方  

⑩ 死産を証明するもの □助成回数のリセットに該当する方  

  ◆①,②,⑤,⑨は保健所１階窓口にあります。保健所のホームページからもダウンロードできます。 

      ④,⑧は、市役所・駅前市役所・支所・出張所・サービスセンター等で交付しています。 

（書類交付に必要な手数料は自己負担になります。） 

 

９時～17時（土・日・祝日・年末年始除く） 

 

１ 

治療開始時に婚姻している夫婦であって、姫路市内に住所を有すること 

・事実婚関係にある場合も対象となります。 

（戸籍謄本や住民票により重婚でないこと、同一世帯であることの確認が必要） 

・単身赴任等により、夫婦のいずれか一方のみが姫路市内に住所を有する場合は、申請者が市内に居住の場合は申請が可能です 。 

２ 治療を行った期間の初日における妻の年齢が４３歳未満であること 

３ 

特定不妊治療等※以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること  

※特定不妊治療等とは、体外受精及び顕微授精並びに特定不妊治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採

取するための手術（男性不妊治療）をいいます。 

４ 
着床前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ） または着床前胚染色体構造異常検査（ＰＧＴ－ＳＲ）について、受診する 
医療機関が日本産科婦人科学会の認定を受けていること 

５ 令和８年４月１日以降に終了した治療であること 

 


